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 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 本 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 に お い て ， 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。 以 下 「 施 行 令 」 と い う 。 ）

第 １ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ の 規 定 に 基 づ き ， 価 格 そ の 他 の 条 件 が 最 も

有 利 な も の を も っ て 申 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る 方 式 （ 以 下

「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ） に よ る 一 般 競 争 入 札 の 実 施 に 関

し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 に よ り 入 札 を 行 う 工 事 は ， 次 の 各 号 の い

ず れ か の 工 事 （ 以 下 「 対 象 工 事 」 と い う 。 ） と す る 。  

 (1) 本 店 が 柏 市 内 に あ る 業 者 を 対 象 と す る 案 件 の う ち ， 予 定 価 格

が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 建 設 工 事 で あ っ て ， 工 事 の 品 質 を 確

保 す る た め ， 入 札 者 の 施 工 能 力 等 と 入 札 価 格 を 一 体 と し て 評

価 す る こ と が 妥 当 と 認 め ら れ る も の  

 (2) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 工 事  

 （ 学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取 ）  

第 ３ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 の 実 施 に 当 た り ， 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の １

０ の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 学 識 経 験 者 と し て 柏 市 建 設 工 事 総 合 評 価

員 （ 以 下 「 評 価 員 」 と い う 。 ） を 置 き ， 当 該 評 価 員 か ら ， あ ら か

じ め 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も

の に 係 る 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

 (1) 落 札 者 決 定 基 準 を 定 め よ う と す る と き  当 該 基 準 の 策 定 及 び

落 札 者 を 決 定 し よ う と す る と き に 改 め て 意 見 を 聴 く 必 要 性 の

有 無  

 (2) 前 号 に お い て ， 改 め て 意 見 を 聴 く 必 要 が あ る と さ れ た と き  

予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 行 わ れ た 申 込 み の う

ち ， 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 最 も 有 利 と 認 め ら れ る も

の の 決 定  



 （ 評 価 の 方 法 ）  

第 ４ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 で 定 め る 評 価 値 は ， 入 札 者 の 施 工 能 力 及

び 配 置 予 定 技 術 者 の 施 工 能 力 を 勘 案 し ， 次 に 掲 げ る 計 算 式 に よ り

算 出 す る も の と す る 。  

   [（ 標 準 点 ＋ 加 算 点 ）÷入 札 金 額 ]×１ ０ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０  

   ※  標 準 点 ： １ ０ ０ 点  

     加 算 点 ： 別 途 定 め る 評 価 項 目 の と お り と す る 。  

 （ 落 札 者 の 決 定 方 法 ）  

第 ５ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 落 札 者 は ， 評 価 値 の 最 も 高 い 者

（ 評 価 値 の 最 も 高 い 者 が ２ 以 上 あ る と き は ， く じ に よ り 決 定 す る

者 ） と す る 。  

２  評 価 値 の 最 も 高 い 者 が 入 札 し た 金 額 が ， 柏 市 低 入 札 価 格 調 査 会

要 領 （ 平 成 ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 制 定 。 以 下 「 調 査 会 要 領 」 と い

う 。 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 額 （ 以 下 「 低 入 札 価 格 調 査 基

準 額 」 と い う 。 ） を 下 回 っ た 場 合 （ た だ し ， 当 該 入 札 を し た 金 額

が 柏 市 契 約 事 務 取 扱 要 領 第 １ ３ 条 の ５ に 規 定 す る 低 入 札 価 格 調 査

失 格 基 準 額 を 下 回 っ た 場 合 を 除 く 。 ） に あ っ て は ， 調 査 会 要 領 に

基 づ き 低 入 札 価 格 調 査 会 に 諮 り ， 落 札 者 の 可 否 を 決 定 す る も の と

す る 。  

３  評 価 値 の 最 も 高 い 者 が ２ 以 上 あ る 場 合 で あ っ て ， そ の い ず れ も

が 入 札 し た 金 額 が 低 入 札 価 格 調 査 基 準 額 を 下 回 っ た と き （ た だ し ，

当 該 入 札 を し た 金 額 が 柏 市 契 約 事 務 取 扱 要 領 第 １ ３ 条 の ５ に 規 定

す る 低 入 札 価 格 調 査 失 格 基 準 額 を 下 回 っ た 場 合 を 除 く 。 ） は ， 調

査 会 要 領 に 基 づ き 低 入 札 価 格 調 査 会 に 諮 り ， 落 札 者 の 可 否 を 決 定

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 落 札 者 と し て 適 す る 者 が ２

以 上 あ る と き は ， く じ に よ り 当 該 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 評 価 員 の 委 嘱 等 ）  

第 ６ 条  評 価 員 は ， 学 識 経 験 を 有 し ， 公 正 で 中 立 的 な 立 場 か ら 客 観

的 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る と 認 め ら れ る 者 か ら 市 長 が 委 嘱 す

る 。  

２  評 価 員 の 人 数 は ， ２ 人 以 上 と す る 。  

３  評 価 員 の 任 期 は １ 年 と し ， 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し ， 補 欠 の 評

価 員 の 任 期 は ， 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  



 （ 評 価 員 の 職 務 ）  

第 ７ 条  評 価 員 は ， 第 ３ 条 に 掲 げ る 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

 （ 評 価 員 の 報 酬 ）  

第 ８ 条  委 員 の 報 償 の 額 は ， 柏 市 非 常 勤 特 別 職 職 員 報 酬 等 支 給 条 例

に 基 づ き ， １ 回 当 た り の 意 見 の 聴 取 に つ き ， ８ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ９ 条  評 価 員 か ら の 意 見 の 聴 取 及 び 当 該 聴 取 に 係 る 庶 務 は ， 財 政

部 契 約 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に

定 め る 。  

 

   附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月

１ 日 以 後 に 公 告 さ れ る 入 札 に つ い て 適 用 し ， 同 日 前 に 公 告 さ れ た

入 札 に つ い て は ， な お ， 従 前 の 例 に よ る 。  

 

   附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

   附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


